
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、17年4月1日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成１８年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（2) 職員の初任給の状況（平成１８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円-
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-

-

-
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-

-
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144,000

144,000
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-
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―
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成１８年４月１日現在）

（注）１　稲城市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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（2) 昇給期間短縮の状況
　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成１7年度支給割合） （平成１7年度支給割合） （平成１7年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2) 退職手当（１８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　１号給（公務上の死亡、整理退職等））

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１６年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3)地域手当

（平成１８年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

短縮して昇給した職員数

35.00

45.50 33.50

850

856

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　人普通昇給期間（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

49.75

比　　　　　　　　　　　率

職 員 数

59.20

支給率

稲城市

支給対象地域

59.20

　　　　　　　　　人

・職務段階別加算　5～20％

全　職　種

普通昇給期間（１２～２４月）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

16年度

25,985

0.55

1,697 1,904

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算）

職 員 数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ａ

支給実績（平成１７年度決算）

12

･管理職加算　　　 16～20％

844

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

138

1.15

24.25

稲　　　　　城　　　　　市

17年度

　　　　　　　　　％

16.2

10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

支給対象職員数

493

3.3

1.8 1.8 0.55

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

区　　　　　　　　　　　　分

0.953.5

東　　　　　京　　　　　都

　　　　　　　　　％

16.9

１人当たり平均支給額（平成１6年度）１人当たり平均支給額（平成１6年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

59.28

国稲　　　　　　　　　　　城　　　　　　　　　　　市

1,372

23.50

47.50

32.50

―

国

3.0

1.6

1.45

0.75

―

145

　　　　　　　　　人

431,556

30.55

・職務段階別加算　5～20％

･管理職加算　　　 15～25％

59.20

41.34

59.28

59.28

・職務段階別加算　5～20％

･管理職加算　　　 10～25％

国の制度（支給率）
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 (4) 特殊勤務手当（平成１８年４月１日現在）

千円

　円

　％

夜間において勤務する看護師等

日額100円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算）

日額360円

１当務170円

手当の種類（手当数）

手当の名称

納税課職員

手術手当

夜間看護手当

往診手当

支給実績（平成１８年度決算）

32

主な支給対象職員

44.4

144,143

分娩手当

緊急出勤手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１７年度）

死体処置手当

危険手当

救急手当

梯子車専従手当

深夜特殊勤務手当

火災調査手当

消防本部職員

消防本部職員

夜間勤務者調整手当

年末年始勤務手当

被曝手当

救出救助専従手当

下水道管渠調査手当

浄水手当

給配水手当

社会福祉主事手当

行路病人救護手当

行路死亡人等取扱手当

感染症防疫手当

384,381

機関手当

出場手当

徴収手当

犬猫等死体処理手当

蜂駆除作業手当

有害薬物毒物取扱手当

市立病院に勤務する職員のうち
行(1)、行(2)給料表適用者並び
に栄養科医(2)給料表適用者を
除くもの
死体処置に従事したとき

解剖に従事した医師及び医師以外の職員

診療のため正規の勤務時間以
外に緊急登院した者

手術室に勤務する看護師等のう
ち勤務時間以外に緊急登院する
当番となっている者
院長
副院長
診療部長
診療科部長
医長
医員

月額2,300円

生活環境部水道課職員

生活環境部水道課職員

消防本部職員

消防本部職員

消防本部職員

消防本部職員

消防本部職員

分娩を担当した医師
 双生児の場合

放射線科に勤務する医師
放射線科に勤務する医師以外の
技術職員

年末年始において正規の勤務
時間を割り振られかつ勤務した
者

１体570円

月額6,000円

月額27,000円

栄養科に勤務する給食調理員

解剖手当

医師手当

拘束手当

病院給食作業手当

生活福祉課職員

生活福祉課職員

生活環境部職員

生活環境部下水道課職員

環境課職員

環境課職員

生活環境部職員

生活福祉課職員

主な支給対象業務

税の滞納整理の徴収に従事した者

犬猫等の死体処理に従事したとき

すずめ蜂の駆除に従事したとき

農薬等の散布、取扱に従事したとき

社会福祉現業事務に従事する社会福祉主事

行路病人の救護に従事したとき

行路死亡人その他死体の取扱いに従事したとき

感染症の予防等の業務に従事したとき

消防機関の運転や整備に従事したとき

水火災等に出場したとき

公共下水道管内の作業に従事したとき

塩素注入及びポンプ等の運転に従事したとき

漏水、事故等のため緊急出動をしたとき

救急事故に出場したとき

梯子車の操作登はんに従事したとき

交替制勤務者が深夜に２時間以上勤務したとき

火災の調査等に従事したとき

救出救助現場に出場したとき

看護師等が深夜の看護等の業務に従事したとき

医師が往診したとき

術者（手術室において手術に携わった医師）
助手（手術室において手術に携わった医師）
補助手（手術室において手術に携わった看護師
等）

左記職員に対する支給単価

徴収金額×2/100以内

１体300円

日額1,000円

日額300円

月額1,000円

日額1,000円

日額3,000円

日額1,000円

１当務150～300円

１回100～300円

１回100～510円

日額500円

日額100円

日額500円

1回100～500円

1勤務（４時間未満）2,800円
1勤務（４時間以上）3,300円

勤務時間内　往診点数の
50％
勤務時間外　往診点数の

手術点数の５％
手術点数の１．７％
手術点数の１．３％

１体170円

分娩介助料の５％
分娩介助料の７．５％

月額10,200円
月額 3,000円

日額(12/29～30) 2,200円
日額(12/31～1/3)2,500円

１回（医師の管理職）4,500円
１回（上記以外の者）1,550円

１単位（12/29～1/3)3,000円
１単位（上記以外の日)2,000
円
月額80,000円
月額72,000円
月額70,000円
月額68,000円
月額65,000円
月額58,000円
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成１８年４月１日現在）

異なる 千円 円

異なる 千円 円

異なる 千円 円

同じ 千円 円

同じ 千円 円

235

198,466

201,332

237

【内容】
　休日の勤務として正規の勤務
時間中に勤務することを命じられ
た職員が勤務した場合に支給

【支給単価】
　勤務1時間当たりの給料等の額
　
×35/100

休 日 勤 務 手 当

夜 勤 手 当

通 勤 手 当

住 居 手 当

【内容】
　世帯主等である職員に支給

【支給額】
　(1)扶養親族有　9,000円
　(2)扶養親族無　8,500円

【内容】
　通勤のために交通機関等を利
用し運賃等の負担を常例とする
職員又は自動車等交通用具の
使用を常例とする職員に支給

【支給額】
　(1)交通機関等利用者
　　　 原則として、6ヵ月定期券額
　(2)交通用具使用者
　　　 交通用具の区分・使用距離
に
      応じた月額
1,000～13,000円
　(3)交通機関・交通用具併用者
　　　 原則として、(1)と(2)の合計
額

【内容】
　正規の勤務時間として、午後10
時から翌日午前5時までの間に勤
務することを命じられた職員が勤
務した場合に支給

【支給単価】
　勤務1時間当たりの給料等の額
　
×25/100

支 給 実 績 （ 平 成 １ ７ 年 度 決 算 ）

【内容】
　扶養親族を有する職員に支給

【支給額】
　(1)配偶者　　　　　　　14,500円
  　（欠配一子を含む。）
　(2)扶養親族2人まで　 6,000円
　(3)その他の扶養親族 4,000円
　※満16歳年度初めから満22歳
年度
　　末までの子がいる場合の加算
　　　　　 　　　　　　　　　　4,000円

扶 養 手 当

国の制度

との異同

国の制度と

94,648

35,811

233,122

支給職員１人当たり

平均支給年額

（17年度決算）

55,957 98,864

63,638 84,066

550,936

23,293 101,276

交通用具使用者の支給額

【国】
　2,000～24,500円

支給対象者、支給単価
【国】
(1)配偶者　　13,000円
（欠配第一子11,000円）
(2)配偶者以外の扶養親族
（2人まで）
　　　　　　　　　　　　6,000円
(3)その他の扶養親族
                        5,000円
※満16歳年度初めから満
22歳年度末までの子がいる
場合の加算
                        5,000円

支給実績

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ６ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ７ 年 度 決 算 ）

異なる内容 （17年度決算）

支 給 実 績 （ 平 成 １ ６ 年 度 決 算 ）

内容及び支給単価手　当　名

支給対象者、支給対象区
分、支給単価
【国】
(1)借家・借間
　　支給限度額
　　　　　　　　　27,000円
(2)持家
　購入5年以内
　　　　　　　　　　2,500円
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異なる 千円 円

異なる 千円 円

異なる 千円 円

５　特別職の報酬等の状況（平成１８年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×勤続期間×400/100 円 任期ごと

給料月額×勤続期間×300/100 円 任期ごと

給料月額×勤続期間×250/100 円 任期ごと

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

13,664,000

【内容】
　専門的な知識を必要とし、かつ
採用による欠員補充が困難であ
る等の事情が考慮される以下の
職員に支給

【支給額】
　(1)医療職給料表(1)の適用を受
け
　　　る職員　　　　　　月額
100,000円
　(2)科学技術に関する専門的知
識
　　　を必要とする職　月額 2,500
円
　(3)(2)に揚げる職以外の職で専
門
　　　知識を必要とする職
　　　　　　　　　　　　   月額 1,000

宿 日 直 手 当

498,000

740,000

695,000

初 任 給 調 整 手
当

【内容】
　宿直勤務又は日直勤務を命ぜ
られた職員が勤務した場合に支
給

【支給単価】
　(1)12月29日から翌年の1月3日
までに勤務を命ぜられた場合
　　　　　　　　　　　１勤務　15,000
円
(2)(1)以外の場合

管 理 職 手 当

【内容】
　管理又は監督の地位にある職
員のうち特に指定するものに支給

【支給額】
　(1)部長級　　　　給料×20/100
　(2)統括課長級  給料×18/100
　(3)課長級  　　　給料×16/100

議 長

助 役

副 議 長

議 員

報

酬

380,000

330,000687,000副 議 長

収 入 役

議 員

　　（平成１７年度支給割合）市 区 町 村 長

854,000

750,000

987,000

815,000 599,200

300,000424,000 622,000

454,000

4.85

給 料 月 額 等

(注）１　特別職の報酬等の額は、学識経験者などで構成される「稲城市特別職報酬等審議会」の答申に基づき条
　　　 例で定められています。

（参考）類似団体における最高／最低額

8,880,000

550,400

435,000

支給対象者、支給割合

【国】
本府省課長補佐
8/100　等

支給対象者、支給割合

【国】
(1)医師・歯科医師
①離島・へき地
55,000～307,900円
②人口が少ない市町村
52,500～269,300円
③調整手当非支給地
47,500～216,700円
④調整手当乙地
37,500～159,600円
⑤調整手当甲地
26,500～100,400円
(2)医系教官
16,900～50,200円
(3)研究者当
20,000～100,000円
※(1)及び(2)は採用から35

助 役

4.85

　　（１７年度支給割合）

6,950,000

区 分

退
職
手
当

市 区 町 村 長

収 入 役

給

料

期
末
手
当

議 長

助 役

収 入 役

776,000

32,421 444,123

備　　　　考

市 区 町 村 長

支給対象者、支給割合

【国】
(1)一般の宿日直
　　　　　　　　　　　　　4,200
円
(2)特別の宿日直
　　　　　　　　5,100～7,200
円
(3)医師当直　　　 　20,000
円

80,651 1,020,903

30,948 836,430
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成１８年４月１日現在）

　

保育士退職者補充を嘱託化(△4)学童ｸﾗﾌﾞ指導員の退職補充
を嘱託化(△1)障害福祉業務増に伴う増(3)

0

0

0

134

23

△ 3

0

△ 2

0

0

5

3

＜参考＞△ 7
6.47

6.72

27歳

71 73 8397

＜参考＞

11.03

土 木

23歳

85

合　　計

小　計

一
般
行
政
部
門

下 水 道

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

病 院

そ の 他

普
通
会
計
部
門

計

35

4.4

84

496

教育部門

11

議 会

89

43歳

7

職員数
960

人 人

26 85

人

59歳 以上

人 人 人

55歳47歳 51歳

人 人 人人

～ ～ ～ ～

56歳 60歳52歳48歳

～

40歳 44歳36歳

[        923   ］

850

～

28歳

75

35歳

～ ～

39歳

区　分

32歳

未満

～ ～

20歳 20歳 24歳

31歳

347

503

344

消防部門

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

74
小　計

人

84593 126 6

人 人

計

3

総務・企画

職 員 数

平成18年

6

平成17年

対前年
増減数

337 △ 7 ＜参考＞

4.97

49 48

301 304

△ 1

11

845 △ 5

0

349
34 △ 1

1 人口増に伴う消防体制強化による増(2)

△ 1 都市計画一般、組織機構改革に伴う嘱託化(△1)

組織機構改革に伴う介護保険担当課長の減(△1)

2

主 な 増 減 理 由

税 務

92
△ 1 自治法派遣者欠員分(△1)

29

89

29

商 工

136

23

0

5

3

民 生

衛 生

労 働

農 林 水 産

[        923   ］ [      0   ］

病院診療部強化のための増(3)

（注）１　職員数は一般職に属する職員数であり、教育長、地方公務員の身分を保有する休職者などを含
み、臨時ま

研修派遣者の帰任による減(△1)自治法派遣者
欠員分(△1)再任用職員退職による減(△1)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成
比

%
（例）
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）稲城市第三次行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１８年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

平 成 18 年 4 月 1 日 平成22年3月31日 22人の減

20年 21年

増 減

職員数 職員数

計画期間

数値目標
始　期 終　期

476 22

平成22年4月1日 純減率純減数平成17年4月1日

454

１年目 2年目 3年目 4年目

職 員 数

△ 3

828―

―

―

　△1（33.3％）

845850

△ 22

―

―
43

4.62

　△9（40.9％）

（参考）

数値目標

328

△ 16

82

△ 3

―

―
―

-5

22年 １８年～２２年

計

―

　△7（43.8％）

―

　△1（33.3％）

―

１9年

84

-1

75

1

304

3

45

-1

301

46

（注）職員数は特別な専門職である病院と消防職員を除いた職員数の合計です。

職 員 数

増 減

337

-7

１8年

―

職 員 数

増 減

職 員 数

増 減

職 員 数

増 減

一般行政

教　育

消　防

計

病院

その他
等 会 計

公 営 企 業

職 員 数

増 減

　　　　　　　　　　　　　区　　分

　　部　　門

１7年

計画前年

344

85

74

5年目
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